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会 議 名  議会改革特別委員会 

開閉日時  平成２７年９月２８日（月） 

午前９時５８分～午前１１時１６分 

会  場  委員会室        

 

１．出席者 

     ２番 神 谷 利 盛、 ４番 浅 岡 保 夫、 ５番 長谷川 広昌、  

６番 黒 川 美 克、１１番 神 谷 直 子、１３番 北 川 広 人、  

１２番 内藤 とし子、１６番 小野田 由紀子 

    オブザーバー 議 長、副議長 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   杉浦康憲、柳沢英希、柴田耕一、鈴木勝彦、小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記１名 

 

６．付議事項 

 （１） その他 

 （２） 今期の検討テーマについて 

 

７．会議経過 
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 委員長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の黒川美克委員を指名いたします。 

 

 

《議 題》 

１ その他 

委員長 開催通知におきましては「今期の検討テーマについて」が１番になっ

ておりましたけれども、本日は「その他、議会報告会の開催について」を先に

してありますので御了承いただきたいと思います。①、議会報告会の開催につ

いて７月27日の議会改革特別委員会において、具体的な運営等について一度持

ち帰っていただき、本日再度検討することとなっておりましたが、その前にま

ず次回の議会報告会の日程について決めたいと思います。先期に作成した議会

報告会開催要領において３月、９月定例会案件を議題とするとされております

ので、10月下旬から11月中旬までに開催したいと思います。（案）として10月31

日、または11月14日に開催したいと思いますが、委員のみなさんの御意見を伺

いたいと思います。これはそれぞれ土曜日です。それでは初めに市政クラブ。 

意（４） すいません。市政クラブとしては今、日程を言われたかと思いま

すが11月14日の土曜日でお願いしたいと思いますけど、はい。 

意（16） 議会報告会を従来どおり毎回、年に２回開催していくと方向で決

まったのかどうなのかちょっとお伺いしたいですけど。 

委員長 はい、議会報告会に関しては前期の段階で要領までをつくって３月

定例会、９月定例会においての報告を行うということになっておりますので、

それはそれで生きているんですよ。で、議会報告会自体のあり方をどうした
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らいいかっていう話はそれとはまた別でやっておりますので、だからそれが

決まらないから、決まるまでやらないっていう話ではなくて、議会報告会は

要領上はやらなければならないということですので、日程的にこの時期でと

いうお話になりますので。 

意（16） 別ということは、議会報告会を今までどおり年に２回やるという

方向とは別に、そういったことを議論するんじゃなかったんでしょうか、今

回。 

委員長 そういうことも議論するんですけれども、議会報告会はやるという

ことは、それは。 

意（16） やるということですけれどもそれを年に１回にするだとか、４期

の中で何回やるだとか、どういう方法にするかということを議論していきま

しょうということだったと思いますけれども。やるということは前回やると、

やることはやるんですけれどもその方法ですとか、開催の回数ですとかそう

いったことは議論しないで、日程を決めるということですか。 

委員長 ですから今回この９月定例会においての議会報告会に関しては、もう

既に議会報告会を要領にうたってあるものですので、ですからこれはやるんで

す。さらに集まっていただくその市民の方々の人数をどうやってふやしていっ

たらいいだろうかとか、あるいは回数や見学会はこの回数でいいのかどうかと

か。それから市民広聴会の方法をどういうような形でやっていったらいいのか

というのは、別でまた考えていこうというところがテーマですので、議会報告

会自体はやることはやる。やらないという話は一つも出ていませんし、決まる

までやらないということも出ていませんし、今まで議論の中でね。 

意（16） 前回、日程のことを決めるというような方向性だったんでしょう

かね、何かおかしいような、何か私の頭がずれているんでしょうか。 

意（４） いわゆる次の状態をどうするかということは、ここの議会改革特

別委員会か、あるいはその特別委員会をつくることによって決定するという

ことに確かなっていたかと思うんですけど。ただ現状ですと一応、市民の皆

さんに年２回やるということをある程度表明している以上は、その日程等が

調節できないとなってくれば当然この時期に１度やって、それからまた今後
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どうやっていくかということはそれこそ、例えば今の編集委員会をもっとこ

う違う形にして報告会をやるとか、あるいは広聴会をやるとかいうことを煮

詰めてかないといけないもんですから。それ時点をこの場でその話をしてい

くと、基本的にはまず議会報告会は前の段階ですと年２回やると決定してい

たかと思いますので、変えるんであればまたもう１回それ用の何か特別委員

会とか何かそういう会を持って練り上げていかないと、ここでの議論ですと

いわゆる年２回、皆さんに現状ですと発表している以上は、まずは今回はこ

この10月か11月でやっていくというのが一般的ではないかなと思っている

んですけど。 

意（16） 先回の議事録持ってないんですけれども、何かそういうような議

論をしたような記憶があったもんですから。で、私たち会派では、今後どう

していきましょうかねという話し合いをさせていただきまして、もう少しじ

っくり考えて、これ今のところ参加者がすごく少ないものですから、あんま

り従来の目的を達成できないような状況になっているもんですから、これを

何とかしなくちゃいけないねということで、そういう議論をしてきたんです

けれども、ちょっとこの後に。 

委員長 はい、それはそれでこの後にまた伺うつもりでおりますけれども、取

りあえず決定するまで議会報告会を見送るという話はされていませんので。 

意（16） ちょっと暫時休憩していただけますか。 

委員長 はい。暫時休憩いたします。 

 

 休憩開始 午前10時05分 

 休憩終了 午前10時13分 

 

委員長 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

意（16） どちらでもいいかと思いますので、はい。 

委員長 ありがとうございます。 

意（12） 11月７日がいいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長 11月７日は出てないと思います。14日ですね。 
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意（12） 10月下旬から11月中旬までにということでしょう、だから。 

委員長 すいません副議長。実はこの日程とか先ほど話もありましたけれど

も、今回９月定例会においての議会報告会に関しては例年の形でいくと、編

集委員会に例えば日程だとか場所決めだとかいろんなことを、運営の部分を

やっていただいておりますので、その話を編集委員会でしていただいたんで

すよね。その部分をまず副議長のほうから一度お話をしていただいて、その

結果が先ほどいった２つの日程で出ておりましたので、もう１回ちょっと戻

りますけれど副議長。 

意（副議長） 今の日にちからいきますと、先ほど委員長が11月14日の土曜

日、10月31日の土曜日ということで提案されていたんですけれども、今の内

藤委員が言われる11月７日がちょっと予定で確認すると、小中学校音楽祭が

ある日なもんですから、この日はちょっと外させていただいて。で、11月14

日と10月31日はどちらにしろ、決まってもいいようにということでエコハウ

スが押さえてありますので、その辺よろしくお願いいたします。 

意（12） そういうことであれば、あまり先に持っていくと何て言いますか

あれですので、10月31日がいいと思います。 

意（６） 私は11月14日。10月31日は行事が入っていますので、すいません

が11月14日でお願いしたいと思います。 

意（５） できれば11月14日でお願いしたいと思います。 

意（11） 私は31日でも14日でも構いません。 

委員長 それではあまり遅くないほうがという御意見もございましたけれ

ども、おおむね11月14日がよろしいのかなと思いますので、よろしいですか。 

 

 「異議なし。」と発声する者あり。 

 

委員長 それでは開催日は11月14日、土曜日とさせていただきます。場所に

ついては先ほど副議長が言われたエコハウスということで、時間が入ってい

ないので、副議長。 

意（副議長） 例年というか今まででいきますと、開会が２時で閉会が４時
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ということで、２時４時で。押さえとしては12時から押さえて、片づけがあ

って５時までということでエコハウスは押さえてありますので、11月14日決

定ということであれば再度、こちらで申し込みをしておきます。 

委員長 それではこの今年度の第２回目の議会報告会に関しましては、11月

14日土曜日、時間は14時から16時、場所はエコハウスということにさせてい

ただきます。よろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声する者あり。 

 

意（12） 今回初めてでは。 

委員長 違いますよ。年度だと３月は昨年度というパターンですけど、いや

違う、４月は年度が今年度ですから。選挙前にやったじゃないですか。あれ

は４月にやったもんで。 

事務局長 あれは３月にやったものなので。 

委員長 すいません。今年度は初めての議会報告会ですね、はい、それでは

これは先ほど言ったように議会報告会、要領にのっとった形で開催をさせてい

ただくということでありますけれども、ただし、さまざまな課題が議会報告会

それから市民広聴会等にあるということで議論をしてきておる関係がございま

して、具体的な運営等については前回お持ち帰りということでさせていただき

ました。各派より御意見を伺いたいと思います。具体的な運営というのは何か

というと、課題に対しましてこうしたらどうだということですので、この11月

14日に開く議会報告会についてどうする、こうするという話ではありませんの

で、そこのところを間違えないようによろしくお願いいたします。 

意（４） 先ほどもちょっと話があったかと思うんですが、議会のこの報告

会及び市民広聴会等をどうやっていくかというのは、この議会改革特別委員

会よりはもう一つ別の委員会等を持つべきではないかという。それでやはり

各派から一人ずつ代表を出して別につくるか、あるいは現状今、編集委員会

が主に何て言うんですかシナリオをある程度書かれているかと思いますけ

れど、この編集委員会を吸収するなりあるいは編集委員会をもっとパワーア
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ップするような感じでやっていくかどうかということを、ちょっと皆さんに

議論を進めていただきたいなあと思っております。とにかく各派全員が入っ

ている委員会を立ち上げたほうが、この報告会等がすんなりと進んでいくの

ではないかと思いますので、そのように考えております、はい、以上です。 

意（16） 先回から引き続きそういった議論になるということですけれども、

各派代表が全部入っているのはここでも全部入っているはずですし、私が思

うのは、議長が入っているかどうかということがちょっと重要なポイントに

なると思うんですけれども、ここには議長いらっしゃいます。編集委員会は

ちょっとあんまりどうでしょうね、効果があるかどうかちょっと私ももう少

しそういったことに研究してみないと、まだその先進的な取り組みをしてい

るところを情報も収集してないですし、果たしてこれ以外の組織をまたつく

って、そこが効果があるのかなんとも言えないですけれども、今のところは

それぐらいしか言えません。 

意（12） どこでという話が出ましたが、編集委員会におっかぶせるというよ

うな形は、編集委員というのはぴいぷるの編集でみんな一生懸命にやっている

わけですから、そこにかぶせるというのはちょっと無理だと思うんですよね。

で、この議会改革特別委員会の中でどうしてやれないのか、その辺りもまずち

ょっと納得のいかないところがあるんですが、これ以上特別委員会をつくって

いくということになっても皆さんの負担が重くなるし、それからみんなでとに

かくやるということですので、この議会改革の中で広聴の面でやるということ

も話をしてきているわけですから、この議会改革の中でやっていくことに別に

問題はないかと思うんですが、その点はどうなんでしょう。 

意（６） 私は今、先ほど４番委員が言われたみたいに新しく組織を、いわゆ

る編集委員会ですと非常に難しいですもんで、編集委員会も広報だけを担当す

ればいいというではなくて、逆に言うと僕は編集委員会をもう少し組織改革を

して、先ほど話が出ておったみたいに新たにパワーアップして、それで別な委

員会をつくって、そこで広報だとか議会報告だとかそういったことをやってい

くというのも一つの方法かなと思います。 

意（５） 今まで経験してきて、別の委員会を設けてやってみてはどうかとも
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考えられる一面もありますけれども、この議会改革でやってみてもできるんじ

ゃないかということも言えますし、ここは考え方を一回ゼロから考え直して取

り組んでいかなければいけないのかなと思っています。以上です。 

意（11） 私も両方とも所属しておりますが、編集委員会はやはり編集委員会

だけのための委員会なので、それはそれのままでもよくって、この議会改革特

別委員会でなぜできないのかなっていうところがあります。 

委員長 今それぞれお話を出していただきましたけれども、基本的にこの議

会改革特別委員会で、どうしてここでやらないのかっていう話を今言われま

したけれども、前期からの話の中でいうと議会改革という部分に関しては、

一つのその議会報告会というようなものに対してだけを議論するべきとい

うようなところではないだろうというようなことで、もう少しこう市民の目

に見えるという議会の改革についてテーマを上げてやっていくのがいいん

ではないのかという話があってここから外したらどうだと、要は議会報告会

の件をね、という話になっていたんですよね。で、だけど例えば編集委員会

のように決定権も何も持たずにやるというのは、非常にそちらの編集委員会

もやりにくいだろうと、それでは。結局こういうことがここで決まりました

といったことがどこで覆されるかわからんのに、その委員会の中で本当にき

ちんと責任能力ができるのかということにつながっていくわけですよ。です

から編集委員会には具体的に例えば今回でいうと、11月14日の議会報告会の

運営、こういうスケジュールでやりますよ、こういう役割分担やってもらい

ますよ、それからそれぞれの委員会にはこういうもんを出してくださいねっ

ていうようなことをやるだけの、本当にそういう部分だけを担っていただく

ということでやってきたんですよね。これが今までの経緯なんですよ。です

から、そういうところで言うと、今言ったようにここから外したらどうだと

いうのが今までのその申し送りじゃないな、積み残しのところでこの委員会

にそのまま残っておるところ。そういうことが一つあるのを一度頭の中に入

れておいていただきたいということですけれども、それであとはもう何かそ

れに関して今まで御意見をいただきましたけれども、ほかに御意見ございま

せんかね。 
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意（４） 今、話があったかと思うんですけれども、私が議員になってこの

議会改革特別委員会という話を聞いて何ていうんですかね、１期目のときで

すと基本的にはほぼ議会改革として行ったということであれば、この報告会

が一番のメインであったかと思うんですけれども、ほかに例えば何らかの議

論が、議会として改革していくための議論としては何かテーマがあったかと

いうと、具体的にはそんなになかったんじゃないのかなという、あるいは代

表質問施制というような話が出てきたかと思います。いいかどうかというの

は別として、例えば市民の皆さんからですと議員の人数ですかね、削減せよ

というところとか、そういった話とかそういった面での話をここの議会改革

のところでどうするんだということをやってくる。あるいは先ほどの確か議

会改革の中で、市民広聴会のテーマは議会改革で決めるというような決定が

なされていたかと思いますんで、議会改革で例えばそういったテーマはぜひ

やってほしいとなれば、先ほどの報告会のところにまたテーマを持っていけ

るという順序立てもできるかと思うもんですから、ある程度この今の報告会

というのは多少作業としてはルーチン化し始めてきているもんですから、必

ずしも正しいとは言えないんですけど編集委員会をパワーアップするなり

あるいは別の人選で決まってくれば、流れといいますか報告会を実際に行う

場にはそれに対して反省を行うとかということであれば、私は個人的にはそ

の別の委員会は、あれはちょっと委員会の数は多くなるかもしれないけれど、

それほど負担がなくなってきてこの議会改革特別委員会としては、その改革

に少しでも議会をよくするんであれば、そっちに特化できるんじゃないかな

と思って考えておりますけれども。はい、以上です。 

委員長 ほかに、御意見ございますか。 

意（議長） もともと議会報告会自体はここで、議会改革特別委員会で決め

ていただければ。で、経過でお話すると市民の方に議会がやっていることを

広く伝えるっていうのが議会、議員の役割だということで、議会報告会を始

めさせてもらったんですけれども１回目は100人前後参加いただいて、興味

本位もあったかもしれないですけれども、やるっていうことで結構人数が来

られました。で、以降どうしても形骸化してくるっていうか内容を伺ってい
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て一方的に話しているもんですから、ひどいときには10人以下の議会報告会

もございました。そういうのがあって、議会改革特別委員会で話していると

どうしてもその右肩下がりになってくるのを何とかしたいというのが話題

の中心になってくるもんですから、本来の議会改革ができないということで

編集委員会に運営自体を持っていくという経過があって今日に至っている

ような形になっています。そういう意味でいうと、議会報告会自体をやるこ

とが目的じゃなくて、広くやっぱり市民の皆さんに議会の活動、市の課題、

こういうことをお伝えする場になってきますんで、そういう面でいうとそこ

をどうしていくのかは課題であることには違いはないんですけれども、この

場でやってしまうとそこに話がどんどん負のスパイラルっていうとおかし

いんですけど、人を集められないっていう基本的にそういう問題を抱えてや

っていたもんですから今回、編集委員会のところをパワーアップしてってい

う話が出ているのはそういう形だっていうことをまず御理解いただきたい

もんですから、ちょっと発言させていただきました。 

委員長 もとは議会基本条例の、そこで先ほども言いましたけれども議会は

広く市民に情報提供をするということ、それから市民からいろんな御意見を

聞くということがうたってあるわけです。具体的な方法論はそこにうたって

ないんですね。だからどういうやり方でもいいんです。で、極端な言い方を

すると誰も来なくてもいいんですよ、議会報告会に。やってないっていうこ

とが問題なんですね、そういう基本条例がある限りは。極論ですよ、僕が今

言っているのは。だから議会報告会以外の方法でもっと多くの市民の方々に

我々の活動を知っていただく方法があれば、その方法を採ればいいんですよ、

今みたいな議会報告会じゃなくても。ただそれをここの議会改革特別委員会

で話をしだしちゃうと、それだけになっていっちゃうんですよね。それでも

う少し違った、例えば今回でも市政クラブさんからいろいろと議会改革につ

いての案が出ていますけど、そういったことを議論するのが本来のここの世

界であってということになりますので、皆さん方から御意見をいただいてい

るわけですけども。 

意（16） 一つには今、編集委員会をパワーアップすると言いましたけれど
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も、そのパワーアップするその内容はどんなふうに考えてみえるのかという

ことと、それから非公式で一度話をしてもいいと思うんですよね、ざっくば

らんに。会派のメンバーが集まって議長を中心に非公式で言いたいことをざ

っくばらんに言う、そういう会合を持っていただいても、この机上の上だけ

の議論だとなかなか前に進まないと思いますので、ある程度非公式で議論す

る場を設けていただくということも必要ではないかなと思いますけれども。 

委員長 前段の部分の編集委員会をパワーアップするというような部分と

いうのは浅岡委員、何かありますかね。 

意（４） はい、必ずしも編集委員会でという意味ではないですね。それこ

そその人選自体もどうするかっていうこともある程度、その他委員さんから

もありましたけれども、そういった人選自体もどうするか。今までただ編集

委員会が基本的にちょっとやっていたもんですから、その流れでいけば編集

委員会ともう少し皆さんに方向ですね、段階のところを推し進めるんであれ

ば編集委員会のプラスアルファになるかなあということですね。ですからメ

ンバーとしては、そんなにこだわってはいません。ただ会派をまとめるって

いいますか、市議会としての全体意見としてはやはり各派から１人ずつは最

低でも入っていたほうが僕はいいだろうと。で、先ほど言っていた編集委員

会ということだと本来最初に議員さんになった時点での編集委員会は、いわ

ゆる現状の、そのこうこうに対しての編集しか責任を持っていないという立

場で確か選ばれているので、その辺でいくともう少し何て言うんですかね、

報告会を行うとかいうことであれば責任ある立場になりますし、場合によっ

ては先ほど言っていた命令系統が今までずっとはっきりとしていなかった

かと思いますんで、こちらの議会改革特別委員会でこういう報告会を行うと

いうことがある程度決まっていて、でもシナリオは編集委員会、そうなって

くると発表者は誰にするんだということになってくると、今まで例えば委員

長さんにお願いするとか、あるいは各委員会の委員長さんが振り分けていた

というような話で、その場しのぎと言っちゃうといけないんですけどもその

会、報告会ごとに決定していたかと思いますので、それがそういう面での先

ほど言っていた決定権を持っている委員会ですかを立ち上げたほうがいい
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んじゃないかということで、必ずしも編集委員会をパワーアップというか何

というか、言葉としては編集委員会メンバーを置いてという意味では正しく

ないもんですので、違う委員の方で結構ですのでその話し合いを皆さんでし

てもらえばということです。ただある程度、報告会そのもの流れは多少は決

まってきている。ただ現状は市民の皆さんに必ずしも何て言うんですかね、

集まってもらっていただいてないもんですから、その辺のところがあります

けど。 

 

 不 規 則 発 言 あ り 

 

意（11） はい、議会改革特別委員会では、報告会をテーマにして取り上げ

るということは難しいという経緯がよくわかったので、その編集委員会にす

るかもう一つ特別委員会をつくるかっていうことに関しては賛成をします。

で、つくるとなるんだったらぴいぷるも広報活動だし、報告会も広報活動な

ので、ぴいぷるにもうちょっと権限を持たせるっていうことも考えられるっ

ていえば考えられるんですけれども、ぴいぷるの編集委員をやらせていただ

いて、かなりぴいぷるだけでも時間を取るんでまた別日に改めてそういった

ことだけを話すような、やっぱりぴいぷるをパワーアップというよりはそれ、

この広報活動をどうするかみたいな委員会をきちんとつくったほうがいい

ような気がします。 

意（16） もう一度確認なんですけれども、別にまた新たな組織をつくった

場合には要するに議会報告会のことのみを議論するという、そういうための

じゃないの。 

意（４） じゃないです、広報全般です。 

意（１６） 広報全搬、それとだから議会報告会のことですよね、だから要

はそれ以外のことは、この議会改革特別委員会の中でテーマをそれぞれ出し

て議論をしていくということなんですね。 

委員長 整理をさせていただくと、要は議会報告会というのは広報活動じゃな

いですか。で、市民広聴会も入れると広報広聴活動ですよね。それを特化とい
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うとまた勘違いされちゃうといけないんですけれども、その議会としてのその

業務をやる組織を別に持っていたらどうかということを議論していただいて、

そこに今11番委員が言われたのは、じゃあそこに編集委員会をもっていって入

れたらどうということじゃないかなと思うんですが、その前は編集委員会にや

ってもらったらどうという話だったじゃあないですか。だけど編集委員会とい

うのは、編集委員として選ばれたメンバーだからそれは難しいだろうという話

は前回出ていましたもんね。だから広報広聴活動というのは非常に重要な活動

だから、それ用の委員会なら委員会を一つ設けたらどうだと、で、身分を広報

活動の一部だからその業務をそこでやってもらったらどう、という話が今でて

おると。だから議会報告会から市民広聴会、あるいは例えば議会から何らかの

発信をしたいという場面がもしあるんであれば、記者発表だとかいろんなこと

もその委員会が中心になってやっていくと、そういうことになりますよね。 

意（副議長） 今、編集委員会ということで、現委員長としてのあれなんです

けれども今回これで11月14日決定しましたけれども、これ今までどおりでいけ

ばタイムスケジュール、要は内容的な前例に沿って組んでいくもんですからそ

れほど問題ないと思います。それであと今までも問題が出ている議会改革特別

委員会で意見広聴会とか何かがやれますかどうかということで、もし意見が出

ていってやるということになった場合で、何をとかそういうことを改めて特別

委員会的なもんをつくるということになると、編集委員会というよりは広聴委

員会というような例として、もしつくればそういうようなものをつくっていた

だいて、その中に編集委員会っていって編集、ぴいぷるの部分を含めていただ

ければそれほど皆さん負担はないと思うんですけど。あとは今委員長が言われ

るそれ以外の方法的なものは今後、今までそういうことをあまり広報以外はや

っていなかったもんですから、皆さん集まっていただく何か方法があるとかそ

ういうこともその委員会の中で決めていただければ、ある程度皆さんの。それ

からあと現在の編集委員会は各派の人が皆さん入ってみえるもんですから、人

数的にはその程度で収まると思うもんですから、その方向で進んでいっていた

だければと思うんですけど。 

意（16） 広聴委員会、今、編集委員長さんがそう言われましたので広聴委員
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会という名称。 

副議長 例です。 

意（16） 例ですよね。だけど決定権というのはそこの中にやっぱり入れてい

かないと何にもならないと思いますので、そういう方向で進めるんであればそ

れでいいかなと思いますけれども。 

委員長 ほかに御意見ございますか。それでは一度整理をさせていただきます

けども、広報広聴活動をやる、その組織を一度考えてみたらどうだと、あえて

委員会とは言いません。で、みたらどうだということで一応、御意見が何かま

とまったと思います。で、ただこれをここの委員会でじゃあつくろうとかって

いう話になりませんので、これは各派会議で議長を中心にやるならつくってい

ただく。で、委員会にするならきちんと委員会規則の中に載せて、どういう活

動をやる委員会なのかということまでうたっていかなければいけませんので、

そこまでをもっていくまでの期間というのは当然必要になってきますから、そ

れは各派会議でお願いをしたいということで思います。ただし現行の議会報告

会、そして市民広聴会をやるということであれば、その市民広聴会のテーマと

かはこの委員会が決めたことになっていますので、要領上は。ですからこれは

並行して進めていきますんで、その新しい組織ができるまでの間は休止にする

とかなんとかいうことではありませんので、そこのところはお間違えのないよ

うにしていただきたいということです。よろしいですかね。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 それでは議長にこの部分に関してはお任せをしますので、各派でまた

議論をしていただいて、できれば来年度の一番早い時期で言うんであれば、来

年度の議会人事の段階ではどのような形にするんだというところが出てくれば

一番いいのかなあと思いますので、よろしくお願いをいたします。それと今９

月28日、１カ月半くらいか議会報告会の日程も一応決まりましたので、１カ月

半くらいありますけれども、市民広聴会の開催について11月14日開催の議会報

告会で市民広聴会をやるのかやらないのかというところ、これを一度持ち帰っ
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ていただいて各派で考えていただきたいと思います。やるやらない、やるなら

こういうテーマはどうだということで、これも早く決めて、どういった形でや

るのかということをきちんと市民の方々にお披露目しなければなりませんので、

そこのところもよろしくお願いいたします。特に今回これ10月から、10月は講

演会ですけれども11月からは公共施設のあり方に関しての地区説明会が始まり

ます。中には中央公民館の関係、それから高浜分院の関係、そういったものも

全部市民説明会に出ていく時期ですので、市民広聴会としても非常に注目され

る部分もあるのかもしれません。ぜひともそこも含めて各派でお考えをいただ

いて、次回にまた持ち寄っていただくような話にお願いいたします。それでは

ここまでよろしいですかね。 

 

 質 疑 な し 

 

 

２ 今期の検討テーマについて 

①  議会・行政資料のＩＴ電子データ化 

委員長 この件については前回の議会改革特別委員会において、市政クラブさ

んより４つの提案がされておりますので１つずつ順に進めてまいります。で、

この議会改革委員会はおおむね１時間ということでの申し合わせでやってきて

おりますので、時間になったら切らせていただきますけれども一応順に進めて

いきたいと思います。まず議題①番、議会・行政資料のＩＴ電子データ化とい

うことですけども、これについてもう一度説明をしていただきたいと思います

けども。 

意（２） この件についてちょっと簡単に説明させていただきます。当局から

は随所でＩＴ化、ＩＣＴ化というんですけども今やっていこうという話が出て

います。また時節柄もＩＣＴ化というのは、当然やっていかざるを得ないとい

う話だと思います。で、その中で大きく３つぐらい検討していただくべきこと

があるんじゃないかと思って、１つ目は行政当局から実は紙の資料をいっぱい

いただいて、積み上げると私ども今のところ80センチメートルぐらいあるんで
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すけれどもそういうのはできるだけ電子データとして、メール添付等で議員さ

んに送っていただくということを検討してもらえませんかねと。そうすること

によって当局側としては紙の節約にもなるし、議員側としては整理もしやすく

なる。またそれと電子というキーワードで言いますと２つ目としては例えば、

いろいろ議会等では言葉でもって説明されていますけれども、長々した言葉で

はなくて通常企業としては取りあえずこんなことＡ３、１枚でまとめなさいと、

まとめるのも一つの能力であると。それは一つのＤＣ（在庫保管の意）の手段

でまとめざるを得ないということがあります。当局側もＤＣ、ＤＣといろんな

ところで出ていますので、そういう手段をもって例えば出ていって説明すると

いうことも検討する時期じゃないのかなと思います。また言われる議員側とし

ても、みんな誤解のある理解ではなく理解のレベルとしてはみんなが上がって

くると思います。またもう１つあるんですけれども、きょうの電子という形で

いきますとタブレットなりノートパソコンをこういった議場に持ち込んで例え

ば先回の議事録の内容を、あるいは先々会の議事録の内容をその都度見ながら

意見交換するというようなことも検討していく必要があるんじゃないかと思い

ます。で、ちなみに当局側に会議でタブレットを使っている市はどれぐらいあ

るのってお聞きしましたところ、認めていないところも多いんですけれども、

認めているところで一宮、それから半田市、それから西尾市、犬山市、常滑市、

それから大府、岩倉、豊明、田原っていうところがやはり認められていますの

で、やっぱりそういうことも今回から研究課題として認めていってほしいなあ

と思っています。意見は以上でございます。 

委員長 今の２番目の、３つ言われた２番目の件ですけれども、例えば電子黒

板みたいなそういうものの利用も含めてということですかね。 

意（２） もちろんそうです、はい。 

委員長 それでは今説明いただいきましたけれども、ちょっと内容がよくわか

らんとか、こういう部分はどうするんだとかいう御意見がございましたら、御

意見を頂戴したいですけれども。 

意（12） そういう面では何ていいますかコンピューター、パソコン。十分使

いこなせてない部分についてはどのようにして考えてみえるか聞きたいと思い
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ます。 

意（２） 何事でもそういうことはいっぱいありますけれども、レベルの高い

人、中ぐらいの人、低い人といっぱいいます。あまり理解されていない方につ

きましては一生懸命勉強して、レベルを上げていただくしかないと思います。

ただそれは当然ある期間を設ける必要もあるだろし、あるいは並行して対応し

ていくとかもあるでしょうけれども、やはり勇気を持って第一歩を踏み出さな

いと全然進歩がありませんので、やっぱりそういう需要に合わせて勉強してい

ただきながら、今やり出さないと１年後もできませんけれども、今やっておけ

ば１年後は進歩している、やっぱりそのようなことを前提で考えていただきた

いということを申し上げます。すいません言い忘れました。使用するというこ

とを前提で、いろいろなそのルールとか意見交換をしていただきたいという意

味での意見です。 

委員長 具体的な部分というのがあまり言えないのも事実なんですよね。です

から例えば現状の、そういうような形で運用されている先ほど他市の例も言わ

れましたので、何かこういうルールを持ってやっていますよというような具体

的なものを何かこう出していただくようなことがあれば、もう少しわかりやす

くなるのかなという気がするんですけれども、その辺のところは何かあります

か。 

意（２） すいません。今言われた持ち合わせもありませんし、視察等をさせ

ていただいて計画するということもありますけれども、やはりそういうものを

使えば便利になるし、紙の使用量も減るということは、これは間違いないシス

テムなもんですから、その使用するという前提で研究していくということをさ

せていただきたいということを思います。 

委員長 ほかに御意見ございますか。例えば極端な言い方ですけれども我々現

状やっている部分もありますが、当局側から紙資料をいただいきますよね、例

えば議案書だとかそういったものは別ですよ、別ですけどちょっとしたこれに

ついてのデータありますかと聞いたり何かしたときに紙でもらう場合もあるし、

それから今メールで送ってくださいという場面ももう既に今やられている方は、

そうやられている方はみえるんですよね。で今２番委員が言われたのは、それ
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こそ議案書から何からデータでいただけないのかというところも含めての話で

すから、その辺に対して例えば議会運営上の問題として事務局が極端な言い方

をしますと本会議場でね「これですけど」って言うと会議録が「これですけど」

になっちゃうんですよね、わかります。だからそういうものを持ち込まれても

何ともならんわけですわ。で、例えば本会議、聞いとってもわかると思います

けれども各部長さん、グループリーダーが事逃れで説明をするでしょう。数字

から何からでも、条例でも。第何条がこうなります、第何条がこうなります、

全部長々説明しますよね。あれなぜかというと議案書自体は会議録に載ります

けど、説明文章というかそういうほかのものは一切載りませんので、しゃべっ

た言葉しか。だから会議録として、あれだけのことをしゃべらざるを得ないと

うのがずっと今までの経緯なんですよね。ですからそれでそういうのがずっと

あってのことですので、いろいろと今までの会議で議会運営上そういう電子デ

ータでは難しいと思われておるところもあるのかもしれませんので、そういっ

たことも含めてですね、いろいろと事務局のお話も聞きながら、もう少しこう

ちょっと情報を出していただいたほうがいいのかなあという気がするんですけ

れど。とりあえず例えばこういう招集のための案内なんかをボックスに入れて

くれますよね。これを例えばうちはメールでいいですよって言えば、紙１枚助

かるわけですよね、極端な言い方すると。だけどもっと言えば法律上、出さざ

るを得ない紙もあるわけですよ。招集の、例えば議長が招集するに当たっては

紙にして出さなきゃいけないとうたってあるものがあったりもするわけです。

で、そういうものの見直しも当然やっていかなければいけないでしょうし、さ

まざまありますので、もう少しその研究をするという部分に関しては皆さんど

うですかね、進めていくということでよろしいですか。 

 

 「いいです。」との発言あり。 

 

委員長 情報をどんどん出していただいてやっていただいたほうがいいのかな

という気がしますので、ぜひともそれをお願いしたいと思います。実際、皆さ

んも議会報告会のときにはパワーポイントを使って説明しているじゃないです
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か、もう既に。パワーポイントの資料をつくったりだとかということも、議会

報告会をやるからやってみえるんですよね。それにもとづいて説明をされてい

る、皆さんほとんど経験をされてみえると思うんですよ、２期以上の方は。で

すから、そういうところではもう既に取り組みをしているわけですので、議会

としては。ぜひそういうような形で進めていただきたいということを思います

けれども、御意見ございますかね。 

意（２） すいません、それはそれで持って帰りますけれども、それを私がこ

うやるといいですけど、あるいは当局側も一緒にやっていっていただいたほう

がいいのかなと。 

意（４） この話を進めていくかどうかも皆さんで、そうやってもらえれば。 

意（２） すいません。はい。 

委員長 大きな意味で議会行政資料のＩＴ電子データ化というのは多分、反対

の方はないと思いますよ、大きな意味でね。やれるとこらはやったらという話

ですよ、私が今言っているのは。多分具体的な部分で言うと、じゃあパソコン

も極端な言い方ですけれども、結局能力が揃ったものを持たないとまずいんじ

ゃないかとかね。例えば一人の人がすごい処理が遅くなって、一人の人がすご

い速かったりするとそれいいのっていう話もあるのかなとは、厳密に言うと出

てくると思うんですね、その話だって。それをじゃあ行政側が、貸与なり何か

してくれるのかという話になるのかとかいうところもあると思います。だから

今でいうとその情報の流出だとかいろんなところもあると思いますし、我々が

目にする資料でもやっぱり気を遣わなきゃいけない部分というのもありますの

で、現状。そういったところも含めて大きな意味では皆さん賛成だと思います

けれども、世の中の流れとしては必ずそうなっていくはずなんですよ、現実と

しては。ということは我々も勉強していかなければいけないだろうということ

で、そういうことでひとつ何ていうんですかね、何らかの勉強会みたいなもの

をやっていくというようなことも含めて、一度考えていただけないでしょうか

と思います。各派に帰って一度考えていただけないですかね、どうですかね。

この件は、毎回ここでじゃあ何が電子化できますか何て話しをやっておったら

何も進まないもんですから、例えばもう正式にじゃあ勉強会を立ち上げるんで
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あれば神谷利盛委員に先生になっていただくかとかはありますけれども、こう

いったことが可能じゃないですかっていうものをどんどん出していただいて、

それを一つずつこう現実化していくというようなことなら進めていけるのかな

という気がするんですけれども、具体的な話でないと話が多分なかなか見えな

いと思うんですよね、そんな形でどうですかね。じゃあ利盛委員に何ていうん

ですかね、この委員会とは別の話でまた、会派とは別の話で構いませんので議

会としてどういうことがやっていけるんだろうかということを、また柔軟な頭

の持ち主をピックアップしていただいて、ぜひやっていただけたらなというこ

とを個人的には私は思いますんで、はい。 

意（２） ちょっとだけ時間をください。何か１回、御提案をさせていただき

ます。 

委員長 はい。それではそういう形でよろしいですか。それではもう一つだけ

テーマが、ちょっと進めさせていただきます。 

 

 

②  決算・予算特別委員会（事業別審議する）主要新規事業  

委員長 これについては市政クラブさんからですけれども。これは議長さんか

ら長年にわたって出ている話でありますので一度、議長から御説明いただけれ

ば幸いなんですけど。 

 

説（議長） これは、何年か前に事業仕分けをやられたと思います。事業ごと

にこの事業はどういう狙いがあってどういう形になっているということをあら

わしてもらったんですけれども、基本的にこれから公共施設の話をするときに

行政サービスの見直しっていう話が出てきます。で、よくわからんけれどもこ

れは廃止してこれは残してっていう話がいっぱい出てくると思うんですけれど

も、要は政策的な面で残すの、これはしょうがないと思うんですよ。これはも

う一緒っていうか高浜市をこうするっていう話は当然出てくると思いますんで、

そうじゃなくって本当にどうなのっていうのが自分たちでわかりづらい。要は

決算書を見ていただくとわかると思うんですけれども、予算と効果の部分を
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別々に書かれていて、それも款項目節に分かれていて、ばらばらになっていて

これを集めてみないとさっぱりわからない。で、とりあえず主要新規のところ

から始めてもらっているんですけども、これ新規の事業だけじゃなくって逆に

言うと従来からある事業の中でもやっぱりそういう目で見直していかないと、

事業をこれから見直していくに当たって自分たちがどういう形で見ているって

いうことを腹に落とさないと、これ市民の方に聞かれたときに、この事業何で

こうなるのって言われると非常に困る話がいっぱい出てくると思うんですよ。

その中で、当局側がこうやって今回はこうするんだっていうストーリー、これ

をきちんと説明いただけるようにしないと、自分達も市民と面と向かったとき

に説明もできないし、何かよくわからんけど提案されて承認しましたっていう

のもおかしな話なんで。そういう目で事業のあり方、何でこれが事業として継

続する必要があるのっていうのは、高浜市にとってどうだという形の説明をい

ただかないとなかなかわかりづらいところがあるんで、事業仕分けを逆に言う

と議員がいるような形にしないと。本来議会っていうのは、事業のやっている

ことをチェックするっていうのが本来の仕事ですから、そういうことができる

ような形のもの、まず資料を提供いただいて、その中で当局がどう考えてこう

いう形で提案されてこられたかっていう、それをやっぱり繰り返していかない

となかなかっていうのかそういうのも見直せないですし、もっと言うと私、以

前から気になっているんですけれど、行政が事業をするっていうことは民間に

対して事業を圧迫するという話が当然出てくると思います。税を出してサービ

スの提供をしているんですから、民間の事業者が入ってくると採算が合わない、

だから逆に言うと民間が入ってきにくいようなこともやっているんじゃないか

なあということなんですよ。確かに公的機関として民間に対して事業、これが

事業として成り立つっていうことを示すために最初公的機関が入ってやるとい

うことも必要なんですけども、民間がサービスの提供を始めたら公的機関が引

くべきだと思っているんですね。そういうことも含めて本来何かこう高浜市、

この事業が始めた当時は目的があってよかったんですけれども、これはやっぱ

り時代とともに見直していかないと、高浜のサイズに合わせて見直していく。

こういうことがやっぱり行政当局と議会の間でやりとりがないと、やりとりが
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できるようなものがまず出てこないと、本来その行政がどこを向いてどういう

仕事をされているというところまで腹に落ちないものですから、そういう資料

を提供いただいて、公共施設のときに当然行政サービスを見直すという話が出

てくる、で、そういうときに自分たち議員が腹に落とせるような、議論ができ

るようにそういうものを出していただきたいっていう思いが今回、提案させて

いただいているっていうそういう内容になります。ですから各事業入りと出、

本来の目的がこうで実態は今こうなっているんだということが、事業仕分けの

時にやられた方はわかると思いますけれども、基本的にその個別の事業として

の話はあると思います。ただ個別の事業云々の前に政策的な話、高浜の今の状

況、その方たちサービスをやられている状況もあるもんですから、そういうこ

とを見ながら個々にどう判断するかっていうのが必要になってくると思います

けども。だけどその元の数字がわからない以上は議論のしようがないんで、そ

こをまず出して、当局側と議論できるようになればなあということで今回提案

させていただきます。 

委員長 はい。というお話しなんですけれどもこれに対しまして、これも何度

も結構テーマとして出てきて、皆さん方が大体おわかりか思うんですけれども

もう少しこう何といいますかね、具体的なイメージというのかな、はい。 

意（議長） 全部やるというのはものすごくパワーが要ります。ですから的を

絞って事業費用の大きいやつからまずやっていただいて、一つひとつの事業を

つぶしていくような形で進めないと、こんなん一遍にやるといったらそこでパ

ンクしちゃいますんで。どっかの事業を絞りながら10テーマずつぐらい審議と

別に出していただいて、コストのかかっているやつを順番にやっていくしかな

いのかなと思います。これ全部やろうなんてやり出すと収集つかなくなる。そ

れと今回その公共施設のときに行政サービスを見直しするっていうやつ、こう

いうものはやっぱり見直しする以上は、事業の実態がどうなっているっていう

ことを自分たちも説明しないといけないし、そういうものは必ず出していただ

くような形でお話できないかなと思っています。 

委員長 はい。こういう部分をやっていくんだよということで現実ですね、こ

れでもうですね何年前、３年か４年くらい前ですか、３年前ぐらいに決算と予
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算に関しては、今は主要新規事業っていうやつで決算書とそれから主要成果説

明書以外に皆さん方にお配りしていますけども、結局継続の事業だとかそれか

ら新しい事業で重要なものですよっていう我々の理解をより深めていただきた

いと思うものを当局側にお願いをして、当局側のものを出してもらっています。

ようやくそれが、予算で出たものに決算が伴って出てくるようになったのがこ

こ２年ぐらいなんです、まだ。それまでは始めからそんなものは出てなかった

んです。で、出すように言ったのも議会改革の中で、そういうものを出すよう

にしてくれということでやり始めたのがきっかけなんですけれども、ただそれ

自体が一つは、その決算とか予算の委員会の中では、特別委員会の中で総事業

自体を上手に使えていない、我々が使えていないのも事実なんですよね。しっ

かりと過去何年かの部分だとか今後の見通しをうたってやってあるものはあり

ますけれども、そこのところの説明っていうものをもう少ししっかり出してい

ただくっていうことも大事なことですし、それからそれ以外の、大きなお金が

動く事業に関しても当然出すべきだろうということで議長が、議長が市政クラ

ブから今回のテーマとして上がってきておるものと理解をしております。これ

に関して御意見のある方。 

意（16） やはり大変、必ず資料を出すということは重要なことだと思います

ので、このことには賛成をさせていただきたいと思います。ただ額で決めるの

かテーマで決めるのか、そのときどきの、ときっていうものがあるもんですか

ら、ただ額で大きいものからというとどうなのかなということを思いますけれ

ども、賛成させていただきます。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 現状これ当然決算も予算も特別委員会という項目になってであれば、

まず毎回の議会の説明会、議案説明会ありますよね、議案説明会の取り上げる

議案。どの議案を説明してもらうんだというのは、正副議長と議運の委員長で

やっていただいております。全部が全部議案説明会でやれませんので、特にこ
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れを説明してほしいということを、正副議長と議運の委員長に入っていただい

てやっているのが高浜市議会、これずっと長年頑張ってやっているんですけれ

ども、その中で同じようにやっていただくという方法もありますし、それから

例えば各派で、どこかのタイミングで各派会議にかけてどういったものをテー

マにして出してもらうんだというようなことを決めるっていう方法もあるでし

ょうし、その辺のところはある程度順番にしておかないと、逆に言うと例えば

先ほど小野田委員が言われたみたいに、これ以上は金額ということでやっちゃ

うとそこに１円でも足らないものは外れちゃうということがあるわけですね。

だからある程度フレシキブルな形でやれる状況をつくっておくべきかなあとい

う気はするんですけれども、その辺についても御意見があれば頂戴したいんで

すけれども。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 もう一つ付け加えると、実は当局側は総合計画の推進会議ですとか進

捗管理だとかああいったことをやっていますので、こういう資料はほとんどが

持っているんですよね。わかりやすく先ほどの神谷利盛委員の話じゃないです

けども、わかりやすく本当にまとまっているかどうかというのは置いておいて、

出せと言えば難しい話ではないと思います、現状では。実は事業仕分けをやっ

たときにものすごく苦労したんですよ、事業仕分け用の資料をつくるのに。役

人でやったことのないことをやったんです、あのときに。それで大概苦労した

んですけれども、現状は先ほど言ったように進捗管理だとか推進会議等に対す

る資料でそういったものを常に持ってやっていますのでそんなには難しくあり

ませんから、こちらがピックアップするだけの話だと思います、正直言って。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは一回これに関しては、どういう形でテーマを絞っていくのか

っていうところは皆様方持ち帰っていただいて、次回に各派の御意見として頂
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戴するようにしますのでよろしくお願いいたします。それではこれでおおむね

１時間が超えましたので、今回に関しましては①番、②番に関しましては少し

お話ができたのかなあという気がします。③番、④番についてはこれは何度も

出ているテーマですので中身は大体御存じ、わかってみえると思います。次回

の特別委員会においては議会・行政資料のＩＴ電子データ化に関してはもう少

し詳しく情報を提供していただくということ。これは神谷利盛委員からだけで

はなくって、実はこういうところではこういうことをやっているよということ

があれば委員の方々、ほかの方々もまた情報提供をぜひお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。それから②番目の決算・予算特別委員会

においての事業別審議という部分に関しましては今言ったように、どういう形

でテーマを絞っていって当局から出してもらうのか、それを各派でそれぞれ検

討していただいて次回に持ち寄っていただくということになります。③番、④

番についてはそれぞれの各派の御意見をお聞きしますので、まとめていただい

て次回、これについては進めていきたいと思いますのでよろしくお願いをいた

します。それではその他、ほかにございましたら。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいですか。それでは以上をもって議会改革特別委員会を終了い

たします。またそれぞれ実はこの時期から、なかなか視察の予定とかいろいろ

と各派が入ってくると思います。早急に皆さん方の御都合を聞きながら次回の

開会の開催の日程を決めさせていただきますけれども、これ議長の公務の関係

もありますので当局とも相談してお聞きをしますので、きょうの決定はしませ

んので、ちょっと御容赦いただきたいと思います。よろしくお願いをいたしま

す。それでは以上をもって議会改革特別委員会を終了いたします。 

 

委員長挨拶 

 

                     閉会 午前 11 時 16 分 
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            議会改革特別委員会 委員長 

 

 

 

            議会改革特別委員会 副委員長 


